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　わが国においても、2020（令和2）年4月に児童虐待防止法
が改正され、「児童のしつけに際して体罰を加えてはならな
い」ことが明記された（第14条第1項）。「子どもは叩いてしつ
けるもの」「自分も子どもの頃体罰を受けたがこれまで何も問
題はない」という養育者や社会の声が優勢だった頃を思うと、
大きな前進である。その一方で、身体的虐待は依然としてわ
が国においても大きな社会問題となっている。令和2年度の
児童相談所での虐待相談のうち、約25%（約5万件）は身体的
虐待についてのものであるし、身体的虐待による子どもの死
亡事例が、センセーショナルに報道されることも珍しいことで
はなくなった。
　身体的虐待が発覚した時に、まず子どもの安全確保を最優
先に対応するというのが一般的である。この時に、加害側に立
つ養育者は、どうしても「悪者」の役割を割り当てられることが
多い。児童相談所が体罰をしないように指導しても一向にや
める気配がないどころか、「体罰のどこが悪い」という姿勢を
強硬に示す養育者もいる。また、一貫性のない攻撃的態度が
認められたり、子どもの行動を意図的で悪意のあるものとみな
し、さらに体罰を激化させたりする養育者もいる。このような
養育者の態度が、さらに「悪者」のイメージを強化してしまい、
支援者が養育者に寄り添うことを難しくさせる場合もある。
　しかし、体罰を用いる養育者自身も、さまざまな小児期の逆
境的体験や被虐待歴を有していることが少なくないことは、よ
く知られている。そして、これら養育者の被虐待歴は、現在の
子育てにおいてもさまざまな悪影響を及ぼすことがわかって
いる。たとえば、養育者の妊娠から産後の課題を調査したレ
ビュー（Christie et al, 2018）では、被虐待歴のある養育者は、
そうではない養育者と比べて、うつや不安、PTSDなどのメンタ
ルヘルスの不調を抱えていることが多く、わが子との交流を
否定的にとらえてしまうことが少なくないことが示されている。
また、わが子が気難しいととらえる傾向があり、体罰に肯定的
態度を示すことが多いことも報告されている。
　さらに、これらの養育者が生き抜いてきた過酷な環境が、養

育者の物事のとらえ方（認知）を否定的に変化させてしまう場
合もある。このような養育者は支援を受けることに乗り気では
なく、あるいは、積極的に拒否していることもある。「どうせまた
私が悪いと言われて責められるにちがいない」とか「支援者
の言うことを聞いたら、またひどい目にあうかもしれない」など
と考えてしまうことがあるからである。
　このような養育者とどのように支援関係を構築していけば
よいのだろうか？トラウマインフォームドケアでは、常にトラウ
マの存在を念頭に置いた支援が求められる。それでは、養育
者が体験してきた子ども時代の被虐待歴を聴取し、そのつら
さに寄り添えばよいのだろうか？でも、それは養育者のニーズ
に合致しているだろうか？子どものことをさておき、先に養育
者のこれまでの生育歴を聴取しようとすると、「私が親として
失格だと言われた」「わが子が言うことを聞かないことが問題
なのに、周囲の人は全く私の苦労をわかってくれない」など、
養育者の否定的な認知をさらに強化してしまうことになりか
ねない。
　最近、わが国に紹介された「親子複合型認知行動療法」で
は、養育者が体罰や強圧的なしつけに走ってしまう際の、養育
者としてのストレスを丁寧に聴取し、養育者の気持ちに共感
することに主眼を置いている。そして、「自分も体罰を受けた
けれど問題がない」のではなく、「問題が見えないだけ」だっ
たことを共有していくのである。このような作業を通して、養育
者の共感性を高めることが、体罰の再発を抑制すると考えら
れているのである。
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